
   呉市新婚・子育て世帯定住支援事業補助金交付要綱 

住宅政策課 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，新婚世帯又は子育て世帯の市内定住及び中古住宅の流通促進を図るため，市

内在住者が，本市内の中古住宅を購入して定住する場合に，予算の範囲内で補助金を交付するこ

とについて，呉市補助金等交付規則（昭和６３年呉市規則第２４号）に定めるもののほか，必要

な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

 (1) 新婚世帯 申請日において，婚姻日から３年以内であり，又は第９条の規定による実績報告

までに婚姻する予定であり，かつ，夫婦ともに４０歳未満の世帯をいう。 

(2) 子育て世帯 申請日において，中学生以下の子(申請時と同じ年度内に出産予定等の子を含

む。）がいる世帯をいう。 

(3) 定住 本市の住民基本台帳に記録され，かつ，５年以上本市に生活の本拠を有することをい

う。勤務場所の配置転換等により転出する場合も，事業の完了日から５年間は購入した住宅（解

体建替の場合は建替住宅）の所有を継続しなければならない。 

(4) 市内在住者 申請日において，本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。 

(5) 中古戸建て住宅 本市内にある過去に居住の用に供されたことのある一戸建ての家屋で，自

ら居住するために所有し利用上の独立性を有するものをいい，当該住宅と一体に取引される土

地を含む。併用住宅である場合は，居住部分の面積割合が２分の１以上であるものに限る。（土

砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２

年法律第５７号）をいう。以下同じ。）に基づく土砂災害特別警戒区域に立地する住宅を除く。） 

(6) 中古集合住宅 本市内にある過去に居住の用に供されたことのある集合住宅で，自ら居住す

るために当該住宅の区分を所有し，利用上の独立性を有するものをいい，当該住宅と一体に取

引される土地を含む。併用住宅にあっては，居住部分の面積割合が２分の１以上であるものに

限る。（土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域に立地する住宅を除く。） 

(7) 近居 親世帯（申請者又はその配偶者の親世帯をいう。以下同じ。）と同じ小学校区内に居

住すること又は親世帯の住宅から直線距離２キロメートル以内に居住することをいう。 

(8) 購入日 対象住宅の購入に伴う所有権移転登記が完了する日をいう。 

(9) 居住誘導区域 一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより，生活サービスやコミ

ュニティが持続的に確保されるよう,呉市立地適正化計画において定められた区域をいう。 

(10)取得費用 補助金の上限判定の基礎となる費用をいう。通常取得の場合は当該住宅の購入金

額とする。解体建替の場合は，購入金額に解体費及び新築工事費を含むものとする。 

(11)解体建替 居住誘導区域内の中古戸建て住宅の購入に合わせ，当該住宅を解体し，新たに戸

建て住宅に建て替えるもので，申請年度の翌年度に事業完了するものをいう。 

(12)建替住宅 解体建替により新築される専ら人の居住の用に供する戸建て住宅で，自ら居住す

るために所有し，利用上の独立性を有するもののうち，まだ人の居住の用に供したことがない

住宅をいう。併用住宅である場合は，居住部分の面積割合が２分の１以上あるものに限る。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は，この要綱の実

施日以降に，本市に定住をするための中古住宅（中古戸建て住宅及び中古集合住宅をいい，三親

等内の親族から購入する住宅は除く。以下「対象住宅」という。）を購入する新婚世帯又は子育て

世帯であって，次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。 



(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。なお，外国人にあっては，永住者，日本人の配

偶者等，永住者の配偶者等，定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であるこ

と。 

(2) 世帯全員が，本市の市税を滞納していないこと。 

(3) 世帯全員が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員及び現に広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７

号）第１９条第３号の規定による公表が行われている暴力団員等であると認められる者でない

こと。 

(4) 自治会に加入すること。（自治会が結成されている地域に限る。） 

(5) 対象住宅（建物及び土地）の所有権移転登記の登記名義人になること。（解体建替の場合は，

建替住宅の所有権保存登記を含む。） 

(6) この要綱による補助金及び当課で実施の住宅取得に関する補助金の交付を受けたことがな

いこと。 

（補助対象住宅） 

第３条の２ 補助の対象となる住宅は次の各号に掲げるものとする。 

(1) 中古戸建て住宅 第２条第１項第５号に規定する住宅 

(2) 中古集合住宅 第２条第１項第６号に規定する住宅のうち，専有する区分の延べ床面積が５

０㎡以上で，昭和５６年６月１日以降に着工したもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法

律(平成７年１０月２７日法律第１２３号)に則り耐震診断を実施し，その結果として新耐震基

準を満たしているもの並びに耐震改修を施すことにより，新耐震基準を満たすこととなったも

の。 

(3) 建替住宅 第２条第１項第１２号に規定する住宅のうち，専有する区分の延べ床面積が５０

㎡以上で，住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成１１年法律第８１号）に基づく日本住

宅性能表示基準(平成１３年国土交通省告示第１３４６号)で定める断熱等性能等級５以上か

つ一次エネルギー消費量等級６以上の性能を有する住宅であるもの。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は，次のとおりとする。 

 (1) 中古住宅の場合 

ア 基本額の算定方法 

中古住宅の購入額の２分の１に相当する額（当該額に千円未満の端数が生じた場合は，こ

れを切り捨てる。）を補助金の基本額とする。 

イ 基本額の上限 300,000円 

ウ 加算 

次の各号に該当するときは，それぞれ当該額を基本額に加算する。 

(ｱ) 近居 100,000円 

(ｲ) 居住誘導区域内 100,000円 

(2) 解体建替の加算額 

居住誘導区域内の中古戸建て住宅の解体建替を行う場合 500,000円 

２ 前項により算出した額の合計（以下「算定合計額」という。）と，第２条第１項第１０号に定め

る取得費用の２分の１の額を比較し，低い方の額を当該補助金の上限額とし，算定合計額又は取

得費用の２分の１に当該する金額に千円未満の端数が生じる場合は，これを切り捨てる。ただし，

予算の残額が当該補助金の上限額に満たない場合は，予算の残額を当該補助金の上限額とする。 

（交付の申請等） 

第５条 補助金の交付申請は，対象住宅の購入日より前に行わなければならない。また，解体建替



を行う場合は，当該申請を行う年度の１２月１５日（土・日・祝日にあたる場合はその前日）ま

でに行わなければならない。 

２ 補助対象者は，呉市新婚・子育て世帯定住支援事業補助金交付申請書（様式第１号），本人確認

書類の写しに加え，次に掲げる書類を添えて，所定の期限までに市長に提出しなければならない。 

(1) 誓約書兼同意書(様式第２号) 

(2) 補助対象者が属する世帯全員の住民票（交付申請日前３か月以内に交付されたものに限る。） 

(3) 新婚世帯の場合 婚姻日を確認できる戸籍の全部事項証明書等（交付申請日前３か月以内に

交付されたものに限る。） 

(4) 婚姻予定の場合 婚姻の予定を証明する書類 

(5) 出産予定等の場合 母子健康手帳の写し等 

(6) 近居の場合 親世帯の世帯全員の住民票及び親世帯との関係が分かる戸籍の全部事項証明

書（交付申請日前３か月以内に交付されたものに限る。） 

(7) 対象住宅の購入予定金額が確認できる書類 

(8) 住宅の位置図及び各階平面図(住宅地図・間取り図) 

(9) 併用住宅の場合 居住面積が明らかになる平面図及び面積計算書 

(10)共有で取得の場合は，共有名義者同意書 

(11)中古集合住宅の場合 

 ア 専有する区分の延べ床面積が確認できる書類 

イ 建築確認の確認済証及び住宅性能表示制度による建設住宅性能評価書等の第３条の２第

１項第２号に該当する事実を証する書類 

(12)解体建替の場合 

ア 解体工事の費用を証する書類（請負契約書又は見積書等） 

イ 建替住宅の費用を証する書類（建築工事請負契約書又は見積書等） 

ウ 第３条の２第１項第３号に規定する延べ床面積及び性能を有することがわかる書類（住宅

の仕様書等） 

(13)重要事項確認書 

３ 前項の規定により補助金の交付申請を行った補助対象者が当該申請を取り下げようとすると

きは，呉市新婚・子育て世帯定住支援事業補助金交付申請取下書(様式第３号)を，市長に提出し

なければならない。 

（交付の決定） 

第６条 市長は前条第２項の規定による補助金の交付申請があった場合は，当該申請の内容を審査

し，適当と認めるときは，補助金の交付を決定する旨を呉市新婚・子育て世帯定住支援事業補助

金交付決定通知書（様式第４号）により，適当と認められないときは，補助金を交付できない旨

を呉市新婚・子育て世帯定住支援事業補助金不交付決定通知書（様式第８号）により，当該申請

者に通知しなければならない。 

２ 対象住宅（建替住宅を含む）の購入等に伴う所有権移転登記又は所有権保存登記並びに当該対

象住宅（解体建替の場合は建替住宅）への住民票の異動は，前項の規定による交付決定後に行わ

なければならない。 

第７条 削除 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第８条 市長は，第６条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助金交付決定者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当するときは，当該交付決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 



(1) この要綱の規定又は補助金の交付条件に違反したとき。 

(2) 偽り又は不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，既に当該補助金を交

付済みであるときは，当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

（実績の報告） 

第９条 補助金交付決定者は，補助事業が完了した日（以下「完了日」という。）から４０日を経過

する日又は当該完了日が属する年度の最終日のいずれか早い日までに，呉市新婚・子育て世帯定

住支援事業実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならな

い。ただし，解体建替の場合で，完了日が申請年度の翌年度の４月１日以降となる場合は，完了

日から４０日を経過する日又は当該翌年度の最終日のいずれか早い日までに行わなければなら

ない。 

(1) 対象住宅（解体建替の場合は建替住宅）に当該世帯の全員が居住したことが分かる住民票（実

績報告日前３か月以内に交付されたものに限る。） 

(2) 対象住宅（解体建替の場合は建替住宅）の建物及び土地に係る全部事項証明書（実績報告日

前３か月以内に交付されたものに限る。）又は所有権移転（保存）登記申請を法務局が受け付け

たことを確認できるもの（当該登記手続きの完了後，速やかに全部事項証明書を追加提出） 

(3) 対象住宅の取得費用を証する書類（売買契約書の写し等） 

(4) 自治会に加入したことが分かる書類（自治会が結成されている地域に限る。） 

(5) 共有で取得の場合は，共有名義者同意書（申請時に提出されていない場合のみ） 

(6) 解体建替加算を受ける場合 

ア 中古戸建て住宅の閉鎖登記事項証明書 

イ 解体費用を証する書類（契約書・領収書等） 

ウ 新築工事の完了を示す書類（検査済証等） 

エ 建替住宅の延べ床面積が確認出来る書類 

オ 建替住宅の費用を証する書類（契約書・領収書等） 

カ 長期優良住宅認定通知書 (令和４年１０月１日以降のもの)又は住宅性能表示制度による

建設住宅性能評価書又は【フラット３５】Ｓの適合証明申請書及び適合証明書等の第３条の

２第１項第３号に規定する性能を有することを証する書類 

（定住状況の報告） 

第９条の２ 補助金交付決定者は，完了日から起算して５年間，実施報告を行った年度を除き，毎

年度当該年度の末日までに，当該住宅に継続して居住していることを証する住民票等（発行日か

ら３か月以内のものに限る。）を添付した定住状況報告書（共通様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 定住状況報告書の未提出又は虚偽報告があったと認められるときは，市長は第８条の規定に基

づき交付決定の取消し及び既に交付した補助金の全部の返還を命じることができる。 

（補助金の額の確定及び交付） 

第１０条 市長は，前条に規定する実績報告書の提出があった場合において，その内容を審査し，

適当と認めるときは，当該交付すべき補助金の額を確定し，呉市新婚・子育て世帯定住支援事業

補助金交付額確定通知書（様式第６号）により，速やかに補助金交付決定者に通知しなければな

らない。 

２ 補助金の交付額確定に当たり，補助対象経費の減額があった場合は，減額になった補助対象経

費をもって補助金額の算出を行う。 

３ 補助金交付決定者は，第１項の規定により交付額の確定通知を受けた補助金の交付を受けよう



とするときは，当該通知日から３０日以内に，呉市新婚・子育て世帯定住支援事業補助金交付請

求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。ただし，解体建替の場合は，申請年度の

翌年度での支払いとなるため，当該翌年度の４月１日以降に提出すること。 

４ 市長は，前項の規定による補助金の交付請求があった場合において，これを審査し，適当と認

めたときは，当該請求書を受領した日の翌日から起算して３０日以内に，当該請求者に対し，補

助金を交付しなければならない。 

（立入検査等） 

第１１条 第１１条 市長は，補助事業の適正な執行を期するため，必要があると認めたときは，

補助金の交付を受けた者に対して報告を求め，又は当該者の承諾を得た上で職員に当該対象住宅

（建替の場合は建替住宅）に立ち入らせた上，関係書類を検査させ，若しくは関係者に対して質

問させることができる。 

（事業の見直し） 

第１２条 市長は，この要綱に基づく事業の実施状況を勘案し，必要があると認めるときは見直し

を行うものとする。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は，平成２８年４月１日から実施する。 

   付 則 

この要綱は，平成２９年４月１日から実施する。 

   付 則 

この要綱は，平成２９年１２月１日から実施する。 

   付 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は，平成３０年１２月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は，平成３１年１月１日から実施する。 

付 則 

この要綱は，令和３年４月１日から実施する。 

  付 則 

この要綱は，令和５年４月１日から実施する。 

   付 則 

この要綱は，令和６年４月１日から実施する。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和８年４月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この要綱の実施日以降の，改正前の呉市新婚・子育て世帯定住支援事業補助金交付要綱の規定

による補助金の交付を受けている者についての取扱は，なお従前の例による。 


